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○幕別町特産品研究開発事業補助金交付要綱 

平成28年４月１日要綱基準等第41号 

改正 

令和４年３月31日要綱基準等第25号 

令和４年７月６日要綱基準等第35号 

幕別町特産品研究開発事業補助金交付要綱 

幕別町特産品研究開発事業補助金交付要綱（平成16年要綱基準等第20号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この要綱は、特産品開発により産業の活性化を図るため、幕別町補助金等交付規則（平成18

年規則第74号）に定めるもののほか、幕別町特産品研究開発事業補助金（以下「補助金」という。）

の交付に関し必要な事項を定め、新たな特産品の開発による町の産業振興と販路の開拓による安定

した事業運営の推進を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において新たな特産品とは、補助金の交付を受けようとする者が開発及び販売する

商品であって、町内で生産する原材料を使用している商品又は町内で製造若しくは加工する商品で、

町の魅力を発信する商品をいう。ただし、従来の商品を改良したもの及び飲食店で提供する料理等

は除く。 

（補助金の交付対象） 

第３条 補助金の交付となる対象事業（以下「補助対象事業」という。）は、町内の事業者又は町内

に住所を有する者が行う新たな特産品の開発及び当該特産品の販路開拓に係る事業であって、次の

各号に掲げる事業とする。 

(１) 新たな特産品の開発のための調査研究に係る事業 

(２) 新たな特産品の容器、包装及びパンフレット等のデザイン作成に係る事業 

(３) 新たな特産品の販路開拓のための展示会等への出展、セミナーへの参加、専門コンサルタン

トへの委託及び物販イベント等に係る事業 

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前項に規定する補助対象

事業に係る経費の中から、別表に掲げるものとする。 

３ 国、北海道その他機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等を補助対象経費から控

除する。 

（補助金の額等） 

第４条 前条第１項第１号及び第２号にかかる補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内で合計100

万円を限度とし、同項第３号にかかる補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内で50万円を限度

とする。この場合において、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの

とする。 

２ 補助金は、１つの新たな特産品につき１回限りとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、こ

の限りでない。 

３ 補助金は、補助事業者一者につき、年度ごとに新たな特産品一つまでとする。 

４ 補助金の交付の期間は単年度とする。ただし、事業の内容により３か年度を限度に補助金の交付

を受けることができる。 

（計画書等の提出） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を行う前に次に掲げる書類を町長に提出

する。 

(１) 補助事業計画書（様式第１号） 

(２) 特産品研究開発内訳書（様式第２号） 

(３) 補助対象経費内訳書（様式第３号） 

（計画書等の審査） 

第６条 前条の書類の提出があった場合には、書類の内容を幕別町特産品研究開発事業補助金審査委

員会において審査する。 

２ 前項の規定により審査結果の内容の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。 

（その他） 
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第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日要綱基準等第25号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（幕別町特産品研究開発事業補助金審査委員会要綱の一部改正） 

２ 幕別町特産品研究開発事業補助金審査委員会要綱（平成28年要綱基準等第42号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「第５条」を「第６条」に改める。 

附 則（令和４年７月６日要綱基準等第35号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に存在する改正前の第１条から第103条までに規定する要綱基準等（以下

「各要綱」という。）の規定により使用されている書類は、改正後の各要綱に規定する様式による

ものとみなす。 

３ この要綱の施行の際、改正前の各要綱の規定により作成された様式の用紙で、現に存在するもの

は必要な修正を加え、なお当分の間、使用することができる。 
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別表 （第３条関係） 
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様式第１号 （第５条関係） 
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様式第２号 （第５条関係） 
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様式第３号 （第５条関係） 

 


